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長期に及んだ、新型コロナウィルス感染症も令和 5 年 5 月に感染症 5 類に分類されたこ

とにより、行動制限の緩和が大きく期待されたが、疑心暗鬼の中、混沌とした月日が経過

した年でもあった。 

 そんな中、北海道獣医師会は令和 5 年 6 月の役員改選に伴い、新たな役員体制として出

帆し、さらに、長年の懸案事項であった北海道獣医師会館の建て替え工事が終了し、新会

館の完成という記念すべき年になった。 

 令和 6 年の事業計画は、この新しい北海道獣医師会館を新たな拠点として、会員・役員・

事務局が一体となり、北海道獣医師会の更なる飛躍のために鋭意努力することが必要であ

る。主な重点事業は以下のとおりである。 

 新会館の完成を契機に、すべての会員が情報を享受できるようにという願いから、情報

発信機能の充実に努めたいと考えている。すでに情報発信検討委員会で検討を重ね、資金

をかけずとも実施可能となる手法、情報発信の方向性について、概ね委員会の了解が得ら

れており、今年度は具体的な活動へと進める予定である。 

 現在、世界では COVID-19、新型インフルエンザ、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

など人と動物の共通・新興感染症の国境を越えた発生や薬剤耐性(AMR)が大きな課題とな

っており、日本獣医師会もアジアワンヘルス福岡宣言 2022 を契機に最重要課題としてい

る。北海道獣医師会もワンへルスの理念は、動物と人の共生社会、生物多様性や環境保全

など地域の持続的発展のためには必要不可欠として捉え、日本獣医師会と連携し、ワンヘ

ルス活動を強化したいと考えている。薬剤耐性菌対策や人獣共通感染症対策などワンヘル

ス推進特別委員会を中心に活動方向を決定し、北海道獣医師会独自のワンヘルス活動を推

進したい。 

 また、北海道獣医師会の公益目的事業の中心である狂犬病予防注射事業は、接種頭数の

更なる減少は続いているが、接種による有害事象に伴い、飼い主とのトラブルも散見され

ている。この原因の一つに獣医師からの説明不足も考えられ、狂犬病予防注射の意義と接

種に伴う事前説明、飼い主の同意に関する文書についても改正が必要ではと考えている。

事故に伴う補償額や算定基準などについても設定当時とは齟齬が生じてきていることを踏

まえ「北海道獣医師会狂犬病予防注射事故対策要領」の見直しを検討し、できるだけ早期

に成案として提示したい。 

 北海道獣医師会が抱える潜在的な問題として、毎年 1.5％程度の会員数の減少がある。 

会員減少に伴う会費の減少は公益社団法人獣医師会の活動に大きく影響するものと懸念し

ている。財政基盤の安定化・維持のためには、会員数の維持・増加は必要不可欠であり、

新たな公益事業も模索していく必要がある。将来に向かって北海道獣医師会の活動を発展

推進するためには若手世代の会員が、「北海道獣医師会会員でよかったと」思ってもらえる

活動の取捨選択が喫緊の課題でもあり、若手会員を中心とした将来検討特別委員会を設立

し、建設的な意見交換を行う中で、今後の活動について模索したいと考えている。 

 最後に、現在、獣医系大学の卒業生は従前と様変わりし、女子学生が多くを占める状況

にあり、獣医師が担う多くの職域でも、女性獣医師の活躍は周知の如くである。男女共同



 

参画社会の実現が叫ばれて久しく、また働き方改革などで改善の方向性はあるものの、一

方で、北海道で活躍する女性獣医師が抱える潜在的な問題も多くなってきていることから、

様々な角度からの検討を加えて改善・解決提示をしていきたいと考えている。 

 以上の重点対応活動を踏まえ、以下の通り、令和６年度の事業計画を策定した。 

 

 

【事業計画】  

Ⅰ 公益目的事業  

１．獣医学術の振興・普及並びに人材の育成を図る事業 

獣医学及び獣医療の最新の研究成果、優れた診療実績などを共有し、獣医師全体の

技術向上を図り、それらの成果を社会に還元する。 

 

 （１）令和６年度北海道地区学会及び第 73回北海道獣医師大会の開催 

令和５年度は酪農学園大学及びホテルエミシアで対面開催を行った。令和６年度は

引き続き道央支部の協力を得て開催する予定である。 

日 時：令和６年 ８月２９ 日（木）・３０日（金）  

会 場：北海道大学、京王プラザホテル札幌 

 （２）北海道獣医師会雑誌の発行と充実  

北海道獣医師会雑誌（以下北獣会誌）は、月１回の発行を堅持し、獣医学術の振興・

普及のため、総説、原著論文、研究紹介など学術専門情報媒体として充実を図り、特

に北海道地区学会での優秀論文投稿を依頼している。代議員会・理事会報告、会員の

職場紹介、講習会などの諸行事案内、本会・地区獣医師会の活動報告、獣医師募集な

ど情報提供の媒体としても一層の充実を図る。また、総説、原著論文などついては、

北獣会誌掲載のみならず、北海道獣医師会ホームページで北獣会誌購読者以外にも広

く閲覧できるようにする。 

（３）国際交流の推進 

姉妹提携を結んでいる韓国の慶尚北道獣医師会をはじめとして、国際交流について、

海外悪性伝染病の発生状況を鑑みながら交流を深めたい。 

（４）講習会の開催 

    ア. 本会主催の講習会は、対面形式と Web 形式を併用しながら開催を計画する。 

   イ. 地区獣医師会主催の講習会にも協力して、道内会員が広く参加できる講習会を開

催する。可能であれば、地区獣医師会で開催した内容を本会ホームページから動画

配信することも検討する。 

 

２．人と動物が共生する豊かで健全な社会の発展に貢献する事業  

人と動物の共通感染症の予防など、One Health の考え方に基づき、公衆衛生や家畜

衛生に関する事業並びに動物の愛護・福祉の増進、野生動物の保護に関する事業を推進

し、人と動物が共生する豊かで健全な社会環境の発展に貢献する。また、災害時におけ

る動物救護に対応できる体制を備えておく。 

 



 

（１）狂犬病予防注射事業の推進 

ア. 狂犬病予防注射業務については、地区獣医師会に本会委任獣医師による注射実

施班体制を整備し、市町村担当部署と協力の上、責任をもって適正に実施する。 

イ．狂犬病予防注射実施率の向上を図るため、道主務課及び各振興局・市町村との

連携や会員動物病院において狂犬病の怖さを啓発し、犬飼養者への注射励行を図

るとともに、市民向け啓発イベントを開催する。 

ウ. 狂犬病予防注射業務における事故防止のため、副反応に係る確認書を注射前に

必ず説明し接種を受けるよう注射時に啓発チラシと確認書を犬飼養者に配布する。

事故が生じた場合には、「北海道獣医師会狂犬病予防注射事故対策要領」に基づい

て迅速に対処する。 

（２）動物の愛護・適正管理の推進 

ア. 北海道や政令市主務課などと連携し、動物の愛護と適正な管理について啓発を進

め、動物愛護週間を中心に地区獣医師会で行っている諸行事に協賛する。動物虐

待・多頭飼育の問題に対しては行政・種々の団体と協力し対応する。 

イ．所有者が判明しない負傷犬猫などに対し治療を行う負傷動物保護事業は北海道・

政令市などや会員動物病院などの協力を得て引き続き実施する。また、北海道・

市町村・民間動物愛護団体などとの広域的な連携のもと、所有者のいない犬猫の

新たな飼養者への譲渡を図り、犬猫の殺処分減少に努める。 

ウ. 災害時の動物救護に掛かる獣医師派遣、啓発などを行う。 

（３）市民フォーラム・公開講座などの開催 

ア. 一般市民向けの市民公開講座・シンポジウム・出前講座などを地区獣医師会と協

力して開催し、より一層の情報発信に努める。 

イ. 一般社団法人北海道医師会と締結した学術協力の推進に関する協定書に基づき、

医師会との連携による一般市民向け公開シンポジウムを開催する。  

     日時：令和６年４月１４日（日）10：00～12：00 

場所：北海道医師会館 ８階会議室    

テーマ：「エゾウィルス感染症_北海道で発見された新規のダニ媒介性感染症」  

ウ. 狂犬病など、海外悪性伝染病の正しい知識について、一般市民への啓発に努める。 

エ. 札幌市円山動物園などと連携し、野生動物保護や動物愛護などに関する講演会を

引き続き開催する。 

（４）野生動物保護の推進  

ア. 人と動物の調和のとれた共生社会を目指し、動物の福祉増進のため野生希少種動

物の保護活動に努めるとともに、道環境審議会自然環境部会の委員として参画し

意見を述べ、関係団体と協力し動物愛護管理推進計画の推進に協力する。 

イ. 北海道と連携して実施している野生傷病鳥獣の保護・治療について、会員動物病

院などの協力を得て引き続き実施する。 

（５）災害時の動物救護活動  

ア. 予期せぬ災害が発生時には発生地域の支部長・災害時動物救護対策委員を中心に

対応する。また、北海道及び政令市などと締結した「災害時における動物救護活動

に関する協定」に基づき、行政・関係機関などと連携し災害時対策を実行する。 



 

イ．災害直後の動物救護にあたる専門的訓練を受けた機動性の高い災害派遣獣医療チ

ーム（北海道 VMAT）の設立と必要に応じた講習会などを開催する。 

（６）悪性家畜伝染病の防疫活動 

口蹄疫・アフリカ豚熱などの海外悪性伝染病の本道への侵入や拡大を阻止するため、

関係機関などと協力し防疫体制強化に努め、家畜衛生及び畜産業の振興を支援すると

ともに、これらに関する最新情報を会員に周知する。 

 

Ⅱ 収益事業 

１．不動産の貸付事業  

   北海道獣医師会が所有する北海道獣医師会館の適正管理に努める。新会館の入居団体に

係る貸室と会議室の貸付けを引き続き行う。 

 

 ２．共同購入事業    

 業務上必要とする物品（診断薬・各種様式印刷物・徽章など）を一括購入し、領付する。  

 

Ⅲ その他の事業 

１．福利厚生事業  

 （１）福利厚生事業  

福利厚生事業として、弔慰金・病気見舞いなどを福利厚生規程に基づき実施すると

ともに、獣医師福祉共済事業の推進、特に獣医師損害賠償責任保険について加入促進

を図る。 

（２）獣医師求人情報の提供 

職域偏在による獣医師不足解消に向けて、離職や退職などにより獣医事に従事して

いない獣医師の活躍が望まれる。北獣会誌及び北海道獣医師会ホームページを活用し、

求人情報の提供を行う。  

 

２．受託事業等 

 （１）狂犬病予防注射済票交付事業  

道内 173 市町村からの委託により、犬飼養者の便宜のため狂犬病予防注射時に注射

済票交付を行う。 

 （２）犬の登録及び鑑札交付事業   

  道内５市からの委託により、犬飼養者の便宜のため狂犬病予防注射時に犬の登録受

付け及び鑑札の交付を行う。 

 （３）動物愛護週間における啓発活動   

動物愛護週間に地区獣医師会などが主催・共催する「動物愛護フェスティバル」を

支援する。 

 （４）海鳥等保護対策事業  

今後も行政および関係団体と連携して、環境保護事業を継続していく。 

 

 



 

 

 

【会務運営計画】  

（１）組織基盤強化 

13 支部、職域及び専門部会と連携し、事業の推進を進めるとともに、会員の加入

促進をはかり組織基盤の強化を図る。将来検討特別委員会で対応策を協議し、情報

発信の強化を図りつつ事業化を推進する。 

（２）北海道獣医師会の財政基盤強化 

加入率の向上対策を行うとともに、賛助会員への加入促進と公益法人への寄附税

制を活かした寄附金依頼を北獣会誌で継続する。財政基盤の安定化を北海道獣医師

会の活動確立の原点とする。 

（３）女性獣医師の就業環境の整備と就業促進 

女性獣医師が半数を占める時代を見据え、日本獣医師会と連携し、女性獣医師の

役員登用により一層活躍できる環境づくりに努める。 

（４）産業動物及び公務員獣医師の確保 

北海道獣医師連盟と連携し、産業動物及び公務員（含む市町村採用）獣医師の確

保に係る処遇改善などを関係機関に求めていく。 

（５）広報活動の推進 

情報化社会に対応し、獣医界・獣医師会活動を広く一般に知らせるとともに、会

員にとっての魅力ある事業の提供と相互の連携のため、ＳＮＳの活用及び北海道獣

医師会ホームページを通して情報発信をさらに充実強化する。 

（６）獣医師倫理の高揚 

獣医師は社会的にも様々な活躍が期待されている。それらのニーズに応えるため

に北海道獣医師会倫理規程に基づいて活動する。 

（７）動物診療現場におけるインフォームドコンセントの徹底 

動物診療においては、インフォームドコンセントを重視し、飼養者との信頼関係

を強化する。動物診療に係る問題提起には、適切な対応に努める。 

 


